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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業価値を向上させていくためには、経営の効率性を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることが必要であると考えておりま
す。また同時に、経営の有効性・透明性を高めるためには、①経営監督機能の強化、②コンプライアンス(法令遵守)の充実・強化、③企業倫理の
確立、④リスクマネジメント、⑤アカンタビリティ（説明責任の履行）が重要であると認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-2　株主総会における権利行使】

補充原則1-2④

　当社は、2024年５月開催の第63期定時株主総会より、議決権の電子行使制度を導入いたしました。なお、招集通知の英訳等については、当社
の株主における海外投資家の比率は５％未満であることから行っておりませんが、今後、株主の構成変化を踏まえて、議決権の電子行使を可能
とするための環境整備や海外投資家の比率が20％超となった場合に招集通知の英訳の実施検討を進めてまいります。

【原則2-4　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　当社は、様々な視点や価値観の存在は、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを十分に認識しております。性別・経歴・国籍・文
化的背景等を区別せず、多国籍な人財、様々なバックグラウンドを持つ人財を積極的に登用することで社内の多様性の確保を図っております。ま
た、女性社員の積極的活用を推進すると共に、子育てと仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提
供しております。

　取締役については、2023年５月開催の株主総会において女性社外取締役１名が選任されましたが、女性の管理職登用については遅れておりま
すので、教育や採用などで必要な諸施策を進め、計画的な女性管理職候補者の輩出に向けた取り組みを促進してまいります。

補充原則2-4①

　当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保さ
れ、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多
様性の確保に向けて取締役会が主導的にその取り組みを促進し監督を行ってまいります。

　上記の多様性を確保するために、以下を実施しております。

①中核人財の登用などにおける多様性の確保についての考え方と測定可能な目標

　・ダイバーシティ＆インクルージョンを推進しており、性別・年齢・国籍・職歴に囚われない人材の採用方針、有期雇用から正社員への登用を行っ
ております。

　特に、女性役員・女性管理職の登用は急務と考えており、「一般事業主行動計画」 のポジティブアクションとして、当初は2025年２月末までに女

性役員を１名、女性管理職を全管理職の2.0％以上の割合で登用することを目標としておりました。

　その後、取締役については、2023年５月開催の株主総会において女性社外取締役１名が選任されましたが、女性の管理職登用が遅れているた
め、2028年までに女性管理職の割合を全管理職の５％以上にすることに計画を変更し、教育や採用などで必要な諸施策を進め、計画的な女性管
理職候補者の輩出に向けた取り組みを促進してまいります。

　他にも、若手社員の管理職への積極的な登用及び、教育プログラムの充実を図っており、様々な業務経験の提供と、心の成長促進を教育プロ
グラムの中に取り入れております。

② 多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針

　・多様性確保に向けて、「従業員の満足度の向上」、「個人のキャリア開発の推進」「プロジェクト活動による成功体験の提供」などを推進しており
ます。

　具体的には、従業員アンケートの実施、キャリア開発面談の実施、部門を横断したプロジェクト活動の推進など、会社と従業員がコミュニケーショ
ンできる仕組みを導入しております。

　また、現在の人事制度をより「働き方の多様性とマッチング」できるように、人事制度についても大幅改定を進め、2024年３月から新人事制度を
開始いたしました。今後はさらなる人財育成に向けて社内環境を整備してまいります。

【原則3-1　情報開示の充実】

補充原則3-1②

　当社は、英文での情報開示については、現状は海外投資家の持分が低いことを鑑み、業務効率、及び費用の面から実施しておりません。但し、
海外投資家比率が20％を超えた場合には本格的な検討をすることとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】



【原則1-4　政策保有株式】

　当社の上場株式の政策保有については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、長期的・安定的な取引関係の維
持・強化を図るなど経営戦略の一環として、必要と判断した企業の株式のみ保有し、資本効率やリスク・リターンの観点から、適切な水準となるよ
うに努めております。また、当社の取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、保有目的の適切性や取引の合理性、保有に伴う便益等を
具体的に精査し、保有の適否を検証しており、個別の政策保有株式の保有の適否の検証の結果、保有継続が適当でないと判断された政策保有
株式は売却対象とし、政策保有株式の縮減を行うことを基本方針としております。

　当社は、政策保有株式の議決権行使にあたり、すべての議案に対して、株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で議決権を行使して
おります。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

　当社では、役員、及びその近親者が実質的に支配する法人との競業取引、及び利益相反取引は、取締役会での決議事項となっております。ま
た、当社、及び子会社の役員と関連当事者との取引の有無については、取締役就退任や辞任時のほか、定期的に確認のアンケートを実施してお
り、取締役、監査等委員などの当社関係者や主要株主がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止する体制を整え
ております。なお、関連当事者との取引条件及び取引条件の決定方法等については、株主総会招集通知、有価証券報告書等で開示しておりま
す。

【原則2-4　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

補充原則2-4①

　当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保さ
れ、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多
様性の確保に向けて取締役会が主導的にその取り組みを促進し監督を行ってまいります。

　上記の多様性を確保するために、以下を実施しております。

①中核人財の登用などにおける多様性の確保についての考え方と測定可能な目標

　・ダイバーシティ＆インクルージョンを推進しており、性別・年齢・国籍・職歴に囚われない人材の採用方針、有期雇用から正社員への登用を行っ
ております。

　特に、女性役員・女性管理職の登用は急務と考えており、「一般事業主行動計画」 のポジティブアクションとして、当初は2025年２月末までに女

性役員を１名、女性管理職を全管理職の2.0％以上の割合で登用することを目標としておりました。

　その後、取締役については、2023年５月開催の株主総会において女性社外取締役１名が選任されましたが、女性の管理職登用が遅れているた
め、2028年までに女性管理職の割合を5.0％以上とすることに計画を変更し、教育や採用などで必要な諸施策を進め、計画的な女性管理職候補
者の輩出に向けた取り組みを促進してまいります。

　他にも、若手社員の管理職への積極的な登用及び、教育プログラムの充実を図っており、様々な業務経験の提供と、心の成長促進を教育プロ
グラムの中に取り入れております。

② 多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針

　・多様性確保に向けて、「従業員の満足度の向上」、「個人のキャリア開発の推進」「プロジェクト活動による成功体験の提供」などを推進しており
ます。

　具体的には、従業員アンケートの実施、キャリア開発面談の実施、部門を横断したプロジェクト活動の推進など、会社と従業員がコミュニケーショ
ンできる仕組みを導入しております。

　また、現在の人事制度をより「働き方の多様性とマッチング」できるように、人事制度についても大幅改定を進め、2024年３月から新人事制度を
開始いたしました。今後はさらなる人財育成に向けて社内環境を整備してまいります。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、従業員の福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を導入しており、アセットオーナーとして企業年金の積立て等の運用には関与して
おりませんが、従業員に対してWEBなどによる資産運用に関する教育研修を実施しております。

【原則3-1　情報開示の充実】

　当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現すると
の観点から、経営理念や経営戦略、経営計画について、当社ウェブサイトや決算説明資料において開示しております。

（ⅰ）経営理念や経営戦略、中期経営計画を当社ウェブサイト、決算説明資料等にて開示しています。尚、統合レポートについては毎年8月に発行
することとしております。

（ⅱ）当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を重視し、持続的な成長と企業価値を向上させていくためには、経営の効
率性を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることが必要であると考えております。また同時に、経営の有効性・透明性を高めるために
は、①経営監督機能の強化、②コンプライアンス(法令遵守)の充実・強化、③企業倫理の確立、④リスクマネジメント、⑤アカンタビリティ（説明責任
の履行）が重要であると認識しております。

（ⅲ）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、以下のとおりとなります。

　　「当社取締役の報酬等は金銭報酬及び株式報酬より構成し、金銭報酬は月例の基本報酬及び年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報
酬は年次の譲渡制限付株式報酬とします。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び譲
渡制限付株式報酬は支給しないものとします。

　監査等委員でない取締役の金銭報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、経済動
向、業界動向及び業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会（社外取締役３名で構成）が審議の上取締役会へ答申
を行い、その答申に基づき取締役会で決定します。月例の基本報酬については、役員報酬内規に定める基本報酬額に基づき、当社と同等規模の
上場会社の役員報酬の金額を参考に、役位及び従業員給与水準等を考慮して決定します。年次の業績連動報酬については、企業の成長性・収
益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするため、支給するものとしております。

　業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績目標の内容は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益であり、また、当期業績
を指標を選定した理由は、経営目標として重視し、経営活動全般の利益を表すものであり、貢献度を計る上での観点から選定しております。

　業績連動報酬の算定方法は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益それぞれに定める経営指標に対しての役位に応じた業績連
動報酬係数を掛け合わせ算出するものとしております。ただし、それぞれに定める支給限度額を超えて支給しないものとしております。また、連結
経常利益が３億円未満の場合は支給しないものとしております。

　監査等委員でない取締役の株式報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、毎年一
定の時期に、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給するものとし、対象取締役は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。なお、譲渡制限付株式の付与時の株価については、付与割当決議日



の前日の東京証券取引所の終値とし、株式の譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から対象取締役が取締役の地位を喪失する日までとし
ます。

　監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類ごとの割合は、基本報酬：業績連動報酬：株式報酬等＝10：1～2：1をおおよその
目安とします。

　監査等委員である取締役の報酬は月例の固定報酬とし、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、職務分担等を勘案し監査等
委員である取締役の協議によって決定します。

（ⅳ）取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっての方針は、監査等委員でない取締役候補については、各事業及び業務に精通し、その知識・
経験・能力を十分に有するかを考慮し、総合的に勘案することとしております。また、監査等委員である取締役候補については、取締役の職務執
行を監督するに当たって豊富な経験、財務、会計・法務に関する知見、当社事業や企業経営に関する知識を考慮し、総合的に勘案することとして
おります。これらの人事案については、指名報酬委員会（社外取締役３名で構成）における審議結果を踏まえて（監査等委員の場合は監査等委員
会の同意も得た上で）、取締役会において決定することとしております。

（ⅴ）取締役候補者（監査等委員である取締役含む）の選解任理由につきましては、株主総会招集通知に略歴と合わせ記載しております。

補充原則3-1③

１．価値創造プロセス等

　当社は、環境・社会・ガバナンスに関わる重要課題（マテリアリティ）を認識し、その対応を事業戦略に取り組むことにより、当社の持続可能な成
長の実現と国連の掲げる持続可能な開発目標（SDGs）への貢献に努めてまいります。

２．人的資本への投資等

　当社は、「社員のために安全で衛生的な職場環境を確保」し、【補充原則2-4①．中核人材の登用等における多様性の確保】のとおり「研修と教
育」に努め、「社員が豊かな人生を築いていくことを支援する」ことを方針としております。

３．知的財産への投資等

　当社は、知的財産を持続的な競争優位を創出する取組みに不可欠なものと捉えており、「職務発明等取扱要領」に基づき、社員による職務発明
等の創作の促進と研究意欲の向上を図る仕組みを整備しております。また、当社は、知的財産を発明・考案等に限らず、新規性のあるノウハウの
創出やパートナーとのアライアンスによる技術開発等を含めて考えており、定量目標の一つである売上高の５％以内の枠組みの中で柔軟に知的
財産への投資等を実行しております。

【原則4-1　取締役会の役割・責務（１）】

補充原則4-1①

　当社は、「取締役会規則」及び「権限規程」を定め、法令等に準拠して取締役会で審議すべき事項を定めております。また、経営環境に迅速に対
応できる組織体制の構築と企業体質の強化、並びに業務執行の迅速化を図るために、執行役員、本部長・部長及び事業所長・工場長は、取締役
会が決定した経営方針及び「権限規程」等に従い取締役会の指揮、監督の基で適正な業務執行を行っております。

補充原則4-1③

　当社は、将来を担う後継者の育成は、当社の持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しております。このような
認識のもとに経営者もしくは経営に関わる重要ポストに将来就任する人財を選出し、育成するためのサクセッション・プランを策定し、2024年３月か
ら新人事制度として導入を行いました。今後はさらなる人財育成に向けて社内環境を整備してまいります。

【原則4-9　社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社の独立社外取締役については、会社法2条15号に定める社外取締役の要件だけでなく、当社取締役会が定める「社外取締役の独立性に関
する基準」を満たすほか、企業経営、経理財務、法務などの専門領域において豊富な経験や知識を有し、取締役会において積極的に提言や意見
表明することができる人物を候補者に選定しております。

　

また、当社の社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりであります。

①役員報酬以外の多額の金銭支払い

　社外取締役がコンサルタント、会計・法律の専門家等で、当社から役員報酬以外の多額（※１）の金銭を得ている場合等

②当社グループの主要（※２）な取引先

　社外取締役が当社グループの主要な取引先の役職員またはその出身者である場合等

③当社グループを主要な（※３）取引先とする者

　社外取締役が当社グループを主要な取引先とする者または法人の役職員、その出身者である場合等

④会社関係者の近親者

　一定の会社関係者（経営者など）の２親等以内の親族である社外取締役等

⑤大株主

　多数（総議決権の10％以上等）の当社株式を保有している者または法人（団体）に所属している者等

⑥寄付の関係

　当社が社外役員または社外役員の所属している法人（団体）に寄付している場合等

⑦当社グループの借入先

　当社が借入をしている金融機関等に所属している者等

　※１．多額の基準

　　・個人の場合：年間1,000万円以上

　　・団体の場合：総収入の２％以上

　※２．当社グループの連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行ったもの

　※３．相手方の連結売上高の２％以上の支払いを当社グループに行ったもの

【原則4-10　任意の仕組みの活用】

補充原則4-10①

　当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員以外の取締役選任議案及び報酬議案の内容について取締役会に付議する前に独立社外
取締役を委員長とする指名報酬委員会にその内容の審議を諮る体制としております。

【原則4-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則4-11①

　当社の取締役会は、５名の取締役（うち独立社外取締役１名）と３名の監査等委員である取締役（常勤監査等委員１名、独立社外取締役である



監査等委員２名）の計８名で構成しており、取締役の選任については、会社の重要な経営判断と取締役及び執行役員の業務執行の監督の役割を
果たすため、各取締役のスキル・マトリックスなどを活用し、各人の知見・経験・能力のバランスを考慮して行っております。

　社内取締役は、当社事業に精通し、企業価値向上に向けた成長戦略を実行し、業務執行の監督に適切な者を選任しております。

　社外取締役は、会社法２条15号に定める社外取締役の要件だけでなく、当社取締役会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たす
者を選任しております。

補充原則4-11②

　他の上場会社の役員を兼任している取締役はおりません。

補充原則4-11③

　当社の取締役会は、年に一度、各取締役の自己評価も参考にしつつ、取締役会全体の実効性の分析・評価を取締役（監査等委員含む）全員に
アンケートを行う方法で実施しており、２～３年に一度、アンケートの回答について外部コンサルタントによる第三者評価に基づく分析、評価を行っ
ております。評価結果については取締役会で報告し、今後の取り組みについて議論しており、必要に応じてその概要を開示しております。

　この度、2025年度の実効性を評価しましたので、その概要について開示いたします。

１．評価の目的

　当社の取締役会は、コーポレートガバナンス基本方針の実現に向け、年に一度、取締役会の実効性評価について分析・評価を実施することとし
ております。

２．評価の方法

　評価は、全取締役を対象としたアンケートを実施し、その集計分析結果を取締役会に報告しております。

３．評価の概要

　上記評価の結果、当社の取締役会は、実効性は一定程度確保されていると評価しました。

　当社の取締役会は、当社の持続的な成長にあたり、コーポレートガバナンス及びコンプライアンス対応の強化が必要であることを共有しました。
さらなる実効性の向上のため、以下の事項について実施及び検討をしております。

　・取締役会は、本部制の定着や組織内の関係性について定期的にモニタリングする。

　・社外取締役が直接事業所、工場等を訪問し、行動規範等の浸透及び本部の方針の沿った業務推進を直接モニタリングする。

　・取締役会が持続的成長に向け、本部の方針や事業所への浸透を社外取締役が理解を深めることで議論への一層の参画が期待できるため、
経営陣の率直な考えを確認する機会を設ける。

　・取締役会は女性の活躍促進を含む人材育成を着実にモニタリングする。

　・取締役会は経営陣による行動規範等の浸透活動を着実にモニタリングする。

　・取締役会は諮問委員会である指名報酬委員会の役割や必要な情報などに関して、指名・報酬の「客観性と透明性を確保する」観点から検討す
る。

　・取締役会は上場企業として少数株主を含む多様なステークホルダーの利益に配慮し、持続的に成長するために、ステークホルダーからのプ
レッシャーなどについて検討する。

　・取締役会は経営陣が受けている実質的なプレッシャーを適時に透明性高く把握できるよう、経営陣と社外取締役とのコミュニケーションを強化
する。

　今後、これらの事項について建設的に取り組み、一層の実効性の向上に努めてまいります。

【原則4-14　取締役・監査役のトレーニング】

補充原則4-14②

　当社では、取締役、及び執行役員に対しては、必要な知識の習得や適切な情報の収集等を目的として、外部セミナー、及び外部団体への加入
を推奨するとともに、その費用については、取締役、及び執行役員の請求等により社内規程に基づき、当社で負担しております。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社のＩＲ方針は、ポジティブ情報、ネガティブ情報に関わらず、適時、適正な情報開示を実施するとともに、適時開示規則に該当しない情報につ
いても有用なものに関しては、積極的かつ公平に開示することを基本方針としております。株主及び機関投資家等からの対話の申し込みに対して
は、適法且つ合理的な範囲内で前向きに対応し、対話を通して株主等からの要望等の情報は取締役会で共有を図っています。

（当社のＩＲ活動）

　・機関投資家向け決算説明会：年２回

　・個人投資家向け説明会：原則年２回

　・機関投資家ミーティング：随時

　・取材対応：随時

　・当社ウェブサイトによる発信

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

三菱重工業株式会社 3,746,100 35.10



東京中小企業投資育成株式会社 733,900 6.87

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 408,900 3.83

株式会社二村 389,070 3.64

放電精密加工研究所社員持株会 379,260 3.55

二村山林有限会社 272,500 2.55

二村　勝彦 242,980 2.27

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 192,400 1.80

細江　廣太郎 181,320 1.69

日本碍子株式会社 180,000 1.68

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 2 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特記すべき事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 19 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長



取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

伊藤　眞理子 他の会社の出身者

須郷　知徳 他の会社の出身者

江田　信之 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

伊藤　眞理子 　 ○ ―――

　伊藤眞理子氏は、社外での豊富な経験と幅
広い見識を有しており、当社グループの経営戦
略及びダイバーシティの推進に貢献しておりま
す。

　また、伊藤眞理子氏と当社との間には特別の
利害関係はなく、独立役員の制限事項にも抵
触していないため、独立性に問題はなく一般株
主との利益相反が生じるおそれがないと判断
し、独立役員として指定いたしました。

須郷　知徳 ○ ○ ―――

　須郷知徳氏は、弁護士として長年の実務経
験を有する法律の専門家であり、その豊富な
経験と高い見識に基づいた客観的な視点から
問題把握と意見具申を行い、監査等委員会の
活性化と監査機能の充実に貢献しております。

　また、須郷知徳氏と当社との間には特別の利
害関係はなく、独立役員の制限事項にも抵触し
ていないため、独立性に問題はなく一般株主と
の利益相反が生じるおそれがないと判断し、独
立役員として指定いたしました。



江田　信之 ○ ○ ―――

江田信之氏は、公認会計士として長年の実務
経験を有する財務および会計の専門家であり、
その豊富な経験と高い見識に基づいた客観的
な視点から問題把握と意見具申を行い、監査
等委員会の活性化と監査機能の充実に貢献し
ております。

　また、江田信之氏と当社との間には特別の利
害関係はなく、独立役員の制限事項にも抵触し
ていないため、独立性に問題はなく一般株主と
の利益相反が生じるおそれがないと判断し、独
立役員として指定いたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことができる。なお、補助使用人の任命、異動、評価、懲戒等を
行う場合は、監査等委員会の同意を必要とし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査室、監査等委員である取締役は、会計監査人の期中監査、並びに期末監査の場に立会い、都度、会計監査人より内部統制や会計監査に
関する報告及び説明を受けるなど相互の連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 0 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 0 3 0 0
社外取
締役

補足説明

　指名報酬委員会は、社外取締役３名で構成し、取締役等の指名や報酬等に関する意思決定に際して、社外取締役の関与・助言の機会の適切
な確保と、これらの事項に関するプロセスの透明性の向上を図ります。



【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　監査等委員でない取締役の年次の業績連動報酬については、企業の成長性・収益性を高めるためのインセンティブとして適切なものとするた
め、支給することとしております。

　業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績目標の内容は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益であり、また、当期業績
指標を選定した理由は、経営目標として重視し、経営活動全般の利益を表すものであり、貢献度を計る上での観点から選定しております。業績連
動報酬の算定方法は、連結経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益それぞれに別途定める経営指標に対しての役位に応じた業績連動報
酬係数を掛け合わせ算出するものとしております。ただし、別途定める支給上限を額を超えて支給しないものとしております。また、連結経常利益
が３億円未満の場合は支給しないものとしております。

　監査等委員でない取締役の株式報酬は、株価上昇および業績向上への貢献意欲や、株主重視の経営姿勢を一層高めることを目的に付与して
おり、2022年５月26日開催の定時株主総会の決議による報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、対象取締役に対して割り当
てられる譲渡制限付株式の株式数を算定し、取締役会において決定いたします。監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類
ごとの割合は、基本報酬：業績連動報酬：株式報酬等＝10：１～２：１をおおよその目安としております。

　なお、監査等委員である取締役の報酬は金銭報酬とし、かつ月例の基本報酬のみとし、株主総会で決議した報酬総額の限度内において監査等
委員である取締役の協議で決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2026年２月期において当社の取締役に支払った報酬は取締役（社外取締役、監査等委員を除く）４名に対して81百万円であります。

また取締役（監査等委員）１名（社外監査等委員を除く）に対して10百万円、社外役員３名に対して18百万円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は当社の監査等委員である取締役を除く取締役の報
酬は、短期及び中長期の業績の向上と持続的な企業価値の増大への貢献意識を高めるために、透明性、客観性が高いプロセスを経て合理的な
報酬決定を行うことを基本方針としております。報酬の決定の方法としては、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」
という）を定めております。取締役の報酬の概要といたしましては、役員報酬内規に基づき金銭報酬および株式報酬により構成されるものとしてお
ります。金銭報酬は月例の基本報酬および年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬は年次の譲渡制限付株式報酬としております。ただ
し、社外取締役および監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬は支給しないものとしてお
ります。なお、決定方針の決定方法は、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

適宜、関連部署においてサポートを行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（現状の体制の概要）

　取締役会は、取締役５名及び監査等委員である取締役３名の計８名（うち社外取締役３名）で構成され、業務の意思決定、業務執行だけでなく、
取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にかつ定款と経営方針に従い執行しているか等の監視機能を果たしております。取締役
会は毎月１回の定例取締役会に加え、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催して経営に関する意思決定機関として、グループ全体の経営
方針・経営戦略の立案と業務執行の監視・監督を行っております。また当社の常勤取締役と監査等委員である取締役等によって構成される経営
会議を原則月１回開催し、取締役会とは別に経営の基本戦略の討議等を行っております。

（社外取締役に関する事項）

　当社の社外取締役は、公認会計士及び弁護士の資格を有している者をはじめ、経営に関する豊富な経験と見識を有しております。そうした社外
の良識や経験、見識に基づいた客観的な視点から問題把握と意見具申を行い、取締役会の一層の活性化と監督機能の充実を図っております。

（監査等委員会の機能強化に向けた取組状況）

　当社の監査等委員会は３名（内、社外取締役２名）で構成されており、各監査等委員である取締役は、取締役会へ出席して意見述べる他、監査
等委員でない取締役の職務執行を監視するとともに経営の実態を適時に把握し、監査できる仕組みとしております。監査等委員会は原則月１回
開催し、監査に関する重要事項について協議を行い、業務執行の適法性をチェックするとともに、監査室及び会計監査人との連携強化を図り、経
営の透明性の向上に努めております。特に、監査等委員である社外取締役２名のうち１名は公認会計士、１名は弁護士の資格を有し、社外の良
識や経験、見識に基づいた客観的な視点から問題把握と意見具申を行い、監査等委員会の一層の活性化と監査機能の充実を図っております。

（報酬の決定等に関する事項）

　指名報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、指名や報酬などの特に重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助
言を得ることにより、取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的として、予め定める年間スケジュールによるほか、必
要に応じて随時開催することとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　現状のガバナンス体制を採用している理由としましては、会社規模・事業規模等に鑑み、また、社外取締役が半数以上を占める監査等委員会と
の連携により監査・監督が十分に機能するものと考え、当該体制を採用しているものであります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　2026年５月26日に開催した株主総会にかかる招集通知については、株主総会開催日の
２週間前に発送しております。株主総会資料の電子提供制度の創設を受けて、株主総会
開催日の３週間前までに招集通知を当社、及び東京証券取引所のウェブサイトにより開
示しております。

集中日を回避した株主総会の設定
　従来より株主総会は集中日及び準集中日を回避して設定し、より多くの株主様にご参加
いただけるよう配置しております。

電磁的方法による議決権の行使 2024年から導入しております。

その他
株主総会招集通知は発送に先立ち、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイ
トを通じて電子提供措置をとっています。



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社は、金融商品取引法及び証券取引所の定める「適時開示規則」に従っ
て、株主様や投資家の皆様に対して適時、適正な情報開示を実施するととも
に、適時開示規則に該当しない情報につきましても、株主様、投資家の皆様に
当社に対する理解を深めて頂くために有用なものに関しては、積極的かつ公
平に開示していく方針であります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
　2026年２月期におきましては、対面又はオンラインにて個人投資家向け説明
会をに３回開催し、代表取締役社長等による説明を行っております。

　

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　第２四半期及び通期の年２回、決算説明会を開催し、代表取締役社長による
説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　当社ホームページより、適時開示資料、決算短信、四半期決算短信、有価証
券報告書、半期報告書、決算説明会の動画及び説明会資料を閲覧することが
できます。

IRに関する部署（担当者）の設置 情報取扱責任者の取締役、連絡担当者を経理部内に配置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

（環境への取組み）

　環境に与える影響を考慮した事業活動、製品及びサービスの提供と環境管理活動を推
進し、継続的な改善と汚染予防に努め、主に放電加工・表面処理、金型製造、プレス加
工、機械装置の稼働及びその関連において廃棄物の削減、省エネルギー化に取り組んで
おります。　

　当社のものづくりにおいて、環境関連技術の開発は重要なテーマの一つとなっています。

　自動車の排気ガス問題では、排ガス浄化装置に使われる高性能のセラミック製薄壁ハニ
カムを製造するための押出金型を開発し、高シェアを得ています。

　クロムフリー表面処理剤「ZECCOAT」は、RoHS（電気・電子機器に含まれる特定有害物
質の使用制限に関する欧州議会及び理事会）指令、WEEE、ELVに適合するなど、環境に
配慮したものとなっています。

　当社は、更に省エネ活動を推進するなど、環境負荷への低減に努めています。また当社
で発生したスクラップの回収金額の一部を緑化活動に協賛するなど持続的発展が可能な
社会へ貢献していきます。

（障がい者雇用への取組み）

　当社では、障がいをもたれた方が「楽しく、やりがいを持って生活ができる」ことを目的とし
て、2018年８月より「ＨＳＫファーム」を運営しております。

　ＨＳＫファームでは、季節ごとに様々な野菜を栽培しております。栽培した野菜は農園ス
タッフと従業員が一緒になって収穫し、収穫した野菜は従業員に提供しております。

　HSKファームは、「共に働き、共に生きる」社会づくりと、従業員満足度（ES)の工場に貢献
していきます。

（工場見学）

　当社のビジネスをご理解して頂き、共に地域の発展を目指す目的で、一部の工場で工場
見学会を開催を予定しております。

（教育機関との取り組み）

　技術発展の目的で、各大学と産学協同にて研究を行っております。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社では、ディスクロジャーポリシーの基本方針として、株式会社東京証券証券取引所
の定める「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」及び証券
取引法などに沿って、情報開示を行っております。また、適時開示規則などに該当しない情
報についても、投資家や一般の方への情報開示が有益と判断する事柄については、適切
な方法により、できる限り迅速かつ公平に開示することを基本としております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(１) 当社および子会社（以下「当社グループ」という）は、企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするために、Ｈ

ＳＫグループ企業行動憲章を定め、それを当社グループ全役職員に徹底させる。

(２)当社グループは、コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し、コンプライアンス体制の強化および企業倫理の浸透を推進する。

(３)当社グループは、内部通報制度を整備し、コンプライアンス上の問題を発見した場合における職制外の通報・相談ルートとして適切に運営す
る。その通報・相談内容については秘密として厳守し、通報・相談者に対して不利な取扱いを行わない。

(４)当社グループは、当社社長の直轄部門として監査室を設置し、内部監査を実施する。監査室は、監査等委員である取締役とも連携しつつ、法
令の遵守状況などを確認する。

２．取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

　当社グループは、取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理については、文書管理に関する規程等に基づき、適切に保存および管
理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１)当社グループは、自社の事業活動や経営環境等を踏まえ、全社にわたり予見されるリスクの識別・分析・評価を行える体制を構築する。

(２)当社グループは、事業活動に伴う各種リスクや経営環境変化等への対応力を備えたリスク管理体制を構築する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

(１)取締役会：定例の取締役会を月１回開催し、その他必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定および取締役の職務の執行の管理監督を行
う。

(２)経営会議：常勤取締役（監査等委員含む）をメンバーとする経営会議を月１回以上開催し、経営に関する重要事項は、経営会議での審議を経
た上で取締役会にて決議を行うものとする。

(３)事業所長会：役付取締役・執行役員等のメンバーで構成される事業所長会を月１回以上開催し、定期的に各事業部門および子会社より業務の
運営状況および業績に係わる重要事項について報告させ、取締役の職務の執行を迅速かつ具体的に実施させるものとする。

(４)委員会：取締役会の下部機関として、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制推進委員会等の委員会組織を設置し、総合
的に審議・調整を行う。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(１)当社グループの企業行動憲章に基づき、当社グループ一体となったコンプライアンスの推進を行う。

(２)子会社における業務の運営に関しては、子会社の取締役会にて、グループ方針に沿った年度計画を立案するものとし、また重要事項の決定お
よび取締役の職務の執行の管理監督を行い、取締役の職務の執行を迅速かつ具体的に実施させるものとする。

(３)「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自主性を尊重しつつ、経営に関する重要事項については、遅滞なくこれを報告させ、子会社が親会社
の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。

(４)監査室は子会社に対する内部監査を実施し、その結果を子会社の取締役および当社の取締役に報告する。

(５)事業所長会において、子会社を担当する取締役・執行役員等のメンバーは随時出席の上、定期的に各事業部門および子会社より業務の運営
状況及び業績に係わる重要事項について報告し、具体的な施策を実施するものとする。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人(補助使用人)に関する事項及び当該補助使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する
事項

監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとし、その使用人は監査等委員である取締役の指示を最優
先に実行するものとする。なお、補助使用人の任命、異動、評価、懲戒等を行う場合は、監査等委員会の同意を必要とし、当該使用人の監査等委
員でない取締役からの独立性を確保するものとする。

７．監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

(１)監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務の分担に従い、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役
等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

(２)当社グループの取締役および従業員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および重大なコンプライアンス違反行為を認
知した場合、並びに重要な会議の決定事項等必要な重要事項を、法令および社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとする。なお、当社
グループは、その報告を理由に報告者に対して不利な取扱いを行わないものとする。

(３)監査等委員会はその独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査室および会計監査人と協議および意見交換するなど、密接
な連携を保ちながら監査成果の達成を図る。

(４)代表取締役社長と監査等委員会は、定期的な会議を開催し意見・情報の交換を行える体制とする。

(５)監査等委員会の監査にかかる費用は、当社が負担する。

８．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価、かつ内部統制報告書の適切な提出に向け、内部統制シス
テムを構築する。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価および是正を行う。

９．反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループは、企業行動憲章およびコンプライアンス規程等に反社会的勢力排除に関する旨を定め、反社会的勢力による不当要求に対して
は、法令に基づき断固たる行動をとるものであり、これらの勢力との一切の関係を排除する。



以上

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、企業行動憲章およびコンプライアンス規程等に反社会的勢力排除に関する旨を定め、反社会的勢力による不当要求に対して
は、法令に基づき断固たる行動をとるものであり、これらの勢力との一切の関係を排除する。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

情報開示体制の概要

１．情報開示の基本方針

　当社は、金融商品取引法及び証券取引所の定める「適時開示規則」に従って、株主様や投資家の皆様に対して適時、適正な情報開示を実施す
るとともに、適時開示規則に該当しない情報につきましても、株主様、投資家の皆様に当社に対する理解を深めて頂くために有用なものに関して
は、積極的かつ公平に開示していく方針であります。また、基本方針、その要件、開示上の手続き等は「情報開示規程」にて定められたものとなり
ます。

２．情報開示の基準

(1) 適時開示情報

　金融商品取引所の定める適時開示規則により開示が求められる有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営又は業績等に
関する重要情報（上場会社および子会社に係る決定事実に関する情報、発生事実に関する情報および決算に関する情報等）は情報取扱責任者
の判断及び取締役会の決議により開示されます。

(2) フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる重要情報

　金融商品取引法第27条の36における重要情報（会社の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判
断に重要な影響を及ぼすもの）は情報取扱責任者の判断により開示されます。

(3) 法定開示情報

　有価証券報告書等の金融商品取引法により開示が求められる重要情報は情報取扱責任者の判断により開示されます。

３．情報開示の方法

　開示が決定された適時開示情報は、情報取扱責任者が金融商品取引所の定める適時開示規則に則り開示手続きを行います。重要事実に関す
る情報開示は、東京証券取引所の事前説明の後、TDnet（適時開示情報伝達システム）並びにプレスリリース等で行います。なお、開示資料につ
きましては、ホームページに掲載いたします。

４．沈黙期間

　当社は、決算情報の漏洩防止、並びに公平性を確保するため、各四半期及び通期の決算発表前の約3週間を沈黙期間とし、業績に関するお問
い合わせへの対応を控えさせて頂きます。但し、沈黙期間中に業績数値が会社予想から大きく乖離する可能性がでてきた場合は、適宜情報を開
示いたします。また、業績に関連しないものや、開示済みの情報に限ったお問い合わせについては対応いたします。

５．将来の見通しについて

　当社グループが開示する情報のうち、歴史的事実以外のものは、開示時点における当社の判断による将来の見通しおよび計画に基づいた将来
予測です。

　これらの将来予測には、リスクや不確定要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績は見通しとは異なる可能性がございます。






